
 鳥取市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

  令和２年９月２５日 

 

                       鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市条例第４６号 

鳥取市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例 

 鳥取市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例（平成１６年鳥取市条例第１

４５号）の一部を次のように改正する。 

 第１４条第１項中「（以下「国府町コミュニティ施設」という。）」を「及び鳥取

市佐治町コミュニティセンター（以下「指定管理施設」という。）」に改め、同条第

２項中「国府町コミュニティ施設」を「指定管理施設」に改める。 

 第１５条第１項及び第１６条第１項中「国府町コミュニティ施設」を「指定管理施

設」に改める。 

 別表第２鳥取市福部町コミュニティセンターの部を次のように改める。 

鳥取市福部町コ

ミュニティセン

ター 

多目的ホール １時間につき 

１，２００円 

１時間につき

２，４００円 

研修室⑴ １時間につき 

１００円 

１時間につき 

２００円 

研修室⑵ １時間につき 

１５０円 

１時間につき 

３００円 

調理室 １時間につき 

３００円 

１時間につき 

６００円 



別表第２中鳥取市佐治町コミュニティセンターの部を削る。 

 別表第３鳥取市国府町コミュニティセンターの部の次に次のように加える。 

鳥取市佐治町コ

ミュニティセン

ター 

大会議室 １時間につき 

７００円 

１時間につき 

１，４００円 

中会議室、講義

室、視聴覚室 

１時間につき 

２００円 

１時間につき 

４００円 

中研修室、児童室 １時間につき 

１５０円 

１時間につき 

３００円 

第１研修室、第２

研修室、茶室 

１時間につき 

１００円 

１時間につき 

２００円 

大研修室 １時間につき 

５００円 

１時間につき 

１，０００円 

別表第３備考第３項中「鳥取市立国府町コミュニティセンター」を「鳥取市国府町

コミュニティセンター」に改める。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年１２月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 次項の規定 公布の日 

⑵ 第１４条から第１６条までの改正規定、別表第２中鳥取市佐治町コミュニティ

センターの部を削る改正規定及び別表第３の改正規定 令和３年４月１日 

（準備行為） 

２ 使用の許可の申請その他コミュニティ施設事業の実施について必要な準備行為は、

この条例の施行前においても行うことができる。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市コミュニティ施設の設置

及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例

による改正後の鳥取市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例の相当規定に



よりなされたものとみなす。 


